
  

埼玉県央広域事務組合告示第１１号 

 

  建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第

１６７条の６の規定に基づき公告する。 

  なお、本公告に記載のない事項については埼玉県央広域事務組合建設工事請負一

般競争入札（事後審査型）試行要綱の規定によるものとする。 

 

 令和７年６月２日 

 

           埼玉県央広域事務組合管理者 並 木 正 年 

 

記 

 

１ 入札対象工事 

（１） 工 事 名 桶川西分署庁舎建設工事「機械設備」 

（２） 工 事 場 所 桶川市大字川田谷字地神 3302-1、-3、-4、3303-1、3304-1 

3305-4、3306-1、3321-3、3327-3 

（３） 工 事 期 間 契約締結の日から令和８年９月３０日まで 

（４） 予 定 価 格 ７５，１５０，０００円（税抜き） 

（５） 最 低 制 限 価 格 設定する。最低制限価格未満の入札をした者は失格とする。 

（６） 工 事 概 要 設計図書等のとおり 

（７） 入 札 保 証 金 免除 

（８） 契 約 保 証 金 請負契約額の１００分の１０以上（免除規則あり） 

（９） 支 払 条 件 完成払 

前払金あり（前払金の額及び請求手続きは、埼玉県央広域事

務組合建設工事前金払要綱（平成１１年５月６日管理者決

裁）の規定による。） 

            部分払 あり 

 

２ 入札に参加できる者の形態 

  単体企業とする。 

 

３ 入札参加に必要な格付等の条件 



  

入札参加に必要な条件は、次のとおりである。 

（１）  建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）による管   

工事業に係る特定建設業の許可を受けている者であること。 

（２） 埼玉県内に契約権限を持つ本店又は営業所を有する者であること。 

（３）  組合市の令和７・８年度建設工事等に関する競争入札参加資格者名簿におい

て、管工事業の業種で登録があり、次のア又はイのいずれかを満たす者であるこ

と。 

ア 入札日の直近の経営事項審査の審査基準日の経営事項審査結果通知書におけ

る総合評価値（Ｐ）が１０００点以上の者で契約の締結日にかかわらず平成２７

年４月１日以降公告日までの間に、国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）第１条に規定する法人を含

む。）又は地方公共団体との請負契約により、管工事を元請として完成させた実

績を有すること。なお、特定企業体による請負の施工実績については、代表構成

員としての実績に限る。 

イ 入札日の直近の経営事項審査の審査基準日の経営事項審査結果通知書におけ

る総合評価値（Ｐ）が７００点以上１０００点未満の者で契約の締結日にかかわ

らず平成２７年４月１日以降公告日までの間に、国（公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）第１条に規定する

法人を含む。）又は地方公共団体との請負契約により、１回の契約金額が３，０

００万円以上の管工事を元請として完成させた実績を有すること。なお、特定企

業体による請負の施工実績については、代表構成員としての実績に限る。 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

  この工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 

 (１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

 (２) 公告の日から落札決定の日までの期間に、組合市の建設工事等の契約に係 

   る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者 

 (３) 公告の日から落札決定の日までの期間に、組合市の契約に係る暴力団排除措

置要綱に基づく指名除外措置を受けていない者であること。 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の適用を申請した者にあっては、会社更生法又は民事再生法に基

づく裁判所からの更生手続開始又は再生手続開始の決定がされており、かつ、

組合市の再審査を受け、公告日に入札参加資格を有する者であること。 

 (５) 開札日から１年７箇月前の日以降の日を審査基準日とする法第２７条の２３



  

第１項の規定による経営事項審査を受けていること。ただし、前号に該当する

者にあっては、手続開始決定の日以降のものであること。 

 (６)  分離発注を行う次の工事には、入札参加はできないものとする。 

   令和７年 桶川西分署庁舎建設工事「建築」 

   令和７年 桶川西分署庁舎建設工事「電気設備」 

 (７) 配置予定の技術者 

   ア 資格 

     建設業法に規定された資格を有する者であること。 

   イ 経験 

     建築設備に関する管工事の公共工事において、監理技術者、監理技術者補

佐又は主任技術者として従事した経験があること。 

（ｱ） 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、 

本工事の監理技術者として配置すること。 

   （ｲ） 当該技術者が在籍する入札参加者と下記６に規定する競争入札参加資格

確認申請書の提出日の３箇月以前から恒常的な雇用関係にあること。また、

専任の配置予定技術者は、営業所の選任技術者と兼務することはできない。 

   なお、落札候補者となった時点で配置予定技術者が特定できないときは、

複数の候補者を一般競争入札参加資格確認申請書に記載し、提出すること。

技術者の配置については十分配慮して入札すること。 

 （ｳ） 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反の事

実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 

 (８) 現場代理人  

    現場代理人の兼務は認めない。なお、落札候補者となった時点で現場代理人

が特定できないときは、複数の候補者を一般競争入札参加資格等確認資料に記

載し、提出すること。なお、本工事に確実に配置することができることを一般

競争入札参加資格等確認資料提出時に書面にて確認できる候補者を必ず１名以

上記載すること。 

 

５ 入札参加資格の有無の確認 

  埼玉県央広域事務組合建設工事請負一般競争入札（事後審査型）試行要綱に基づ

き、入札執行後に確認する。 

 

６ 参加申込書の提出 



  

  入札参加希望者は、次に示す期間内に一般競争入札参加申込書を、経営事項審査

結果通知書の写しを添付し、持参により２部提出すること。 

（１） 提出期間及び場所 

  ア 提出期間 

令和７年６月２日（月）から令和７年６月２０日（金）まで（休日等を除

く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く。） 

  イ 提出場所 

埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

（２） 参加申込書を受理したときは、当該入札参加希望者に対しその写しを交付す

る。ただし、当該入札参加希望者が、提出の時点で明らかに入札参加資格がな

いと認められるときは、参加申込書を受理しない。 

 

７ 入札執行の日時及び場所 

  次のとおりとする。ただし、変更するときがある。この場合は、埼玉県央広域 

事務組合ホームページにおいて告知を行う。 

（１） 入札日時 

    令和７年６月２４日（火）午前１１時００分 

（２） 入札場所 

    埼玉県央広域事務組合３階災害対策室 

 

８ 設計図書等 

  設計図書及び仕様書等（以下「設計図書等」）の貸与は電子ファイルにより、

「参加申込書」に貸出しを希望する旨を記載し、貸出しを受けることができる。 

（１） 貸出場所 

    埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

（２） 貸出期間 

    本件入札の公告の日から令和７年６月２０日（金）まで（休日等を除く。）

の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く。） 

（３） 返却 

    貸し出した設計図書等は、入札日に回収するので、持参により返却すること。 

 

９ 設計図書等に関する質問 

設計図書等に関して質問がある場合は、質問書をＦＡＸ又はメールで提出すること。



  

なお、ＦＡＸを送信した際は、必ず電話で着信確認を行うこと。 

（１） 受付期間 

令和７年６月２日（月）から令和７年６月１３日（金）（休日等を除く。）

の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く。）ただし、令和

７年６月１３日（金）については正午までとする。 

（２） 提出先 

    埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

    ＦＡＸ ０４８－５９７－３６７６ 

メール soumu@ken-o.or.jp 

（３） 質問に対する回答 

質問に対する回答は、組合ホームページに掲載する。 

    掲載期間 

    令和７年６月１８日（水）正午から 

    令和７年６月２３日（月）午後５時００分まで 

 

１０ 現場説明会 

   開催しない。 

 

１１ 仮契約の時期 

   落札決定日から７日以内 

 

１２ 入札金額見積内訳書 

   参加申込者配布資料（電子ファイル）から様式をダウンロードし、入札時に提

出すること。 

 

１３ 入札に関する注意事項 

（１） 入札参加申込者の確認 

    入札参加申込者は、参加申込書を持参すること。 

（２） 入札会場入場者 

    入札会場入場者は、各者入札を行う者１人のみの入場とする。 

（３） 入札書に記載する金額 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数



  

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にか

かわる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（４） 提出書類 

  ア 入札書（組合が指定する書式） 

  イ 入札金額見積内訳書（組合が指定する書式） 

  ウ 代理人をして入札させる場合は、委任状（組合が指定する書式） 

（５） 入札の執行 

入札に参加する者の数が２者に満たないときは、入札を執行しないものと 

する｡ 

（６） 入札回数 

入札回数は１回とし、再度入札は行わない。  

 

１４ 落札者の決定 

（１） 開札において、組合の定めた予定価格以下で、最低制限価格以上の有効な最   

低価格をもって入札した者を、落札候補者（以下「落札候補者」という。）と   

する。 

（２） 落札候補者は、入札参加資格の確認のため、落札候補者として決定された日   

の翌日から起算して原則として２日以内（休日等を除く。）に下記に示す書類

を埼玉県央広域事務組合総務課へ提出すること。 

  ア  一般競争入札参加資格確認申請書（様式第５号） 

  イ  一般競争入札参加資格確認申請書に記載された必要資料（様式第５号の内容

を確認できる資料） 

  ウ  配置予定技術者の雇用、従事経験を証するもの（施工証明書等） 

（３） 落札候補者に対しての入札参加資格の確認に基づく落札の可否については、   

入札参加確認書類の提出期限の翌日から起算して７日以内（休日等を除く。）

に連絡する。ただし、入札参加資格の確認に疑義が生じた場合等は、この限り

でない。 

 

１５  仮契約の締結 

   本案件の契約は、６月２４日開札予定の『桶川西分署庁舎建設工事「建築」』

の本契約締結を停止条件とする契約とする。なお、当該契約が締結されなかったと

きは本案件も無効とし、発注者はなんら責任を負わない。また、当該入札が不調の



  

ときは、本案件の開札を延期又は中止とする場合がある。 

 

１６  その他 

（１） 本公告に記載のない事項については、組合ホームページに掲載してある埼玉  

県央広域事務組合建設工事請負一般競争入札（事後審査型）試行要綱、埼玉県

央広域事務組合一般競争入札参加者心得及び入札参加者の遵守事項等の規定に

よるものとする。なお、入札参加者は入札後、この公告、設計図書等、現場等

についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

 （２） 提出された確認資料等は返却しない。 

 

１７  この公告に関する問い合わせ先 

   埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

   電 話 ０４８－５９７－２００１ 

   ＦＡＸ ０４８－５９７－３６７６ 


